
 
 

要件緩和適用確認書（セーフティネット保証・危機関連保証） 

 

 

☑1.最近１カ月（原則申請月の前月）の売上高について（該当するものに ） 

 

□今回申請については、下記の理由により前々月実績による申請を行います。 

※毎月 20 日を過ぎてからの前々月実績による申請時には必須の確認要件 

 

□今回申請については、下記の理由により最近 6 カ月の実績による申請を行います。 

※認定要件を満たすための恣意的な期間設定はできない  

 

 

２.創業緩和要件（業歴３ヶ月以上１年１カ月未満の事業者） 

□業歴３ヶ月以上１年１カ月未満の事業者であることを下記資料にて確認できる。 

【開業届出書、登記事項証明書、その他（　　　　　　　　）】　　 

 

 

３.業容拡大緩和要件（店舗増加等によって単純な売上高等の前年比が困難な事業者） 

□今回申請については、下記の理由により緩和要件による申請を行います。 

 

 

 

 

 

上記記載事項について相違ありません。 

年　　月　　日 

申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

上記記載事項について相違ない旨確認済みです。 

年　　月　　日 

取扱金融機関 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 

 


